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鯖江市火入れに関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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提案理由 

林野火災に関する注意報および警報の新設に伴い、所要の改正を行いたいので、この案

を提出する。 

 



鯖江市条例第  号 

鯖江市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

鯖江市火入れに関する条例（昭和６０年鯖江市条例第１３号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１項中「、別記様式第１号による申請書２通に、次の各号に掲げる書類を添

え」を「規則で定める申請書を」に改め、同項各号を削り、同条第２項中「火入地」を

「火入れを行おうとする土地（以下「火入地」という。）」に改める。 

第３条中「すべて」を「全て」に改める。 

第４条第１項中「別記様式第２号による」を「規則で定める」に改める。 

第１４条第１項中「、異常乾燥注意報または」を「もしくは乾燥注意報が発表され、ま

たは林野火災に関する注意報もしくは」に改め、同条第２項中「とき、または強風注意報、

異常乾燥注意報または」を「場合または強風注意報もしくは乾燥注意報が発表され、もし

くは林野火災に関する注意報もしくは」に、「ときには」を「場合には」に改める。 

本則に次の１条を加える。 

（委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

別記様式第１号および別記様式第２号を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


